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いつもありがとうございます。浅井順です。 

本日は、これから飲食店営業を始めようとご検討さ

れている方が、開業するまでに何を準備すべきかにつ

いてご報告したいと思います。 

飲食店は、お店を持ったらすぐに営業を開始できる

わけではなく、事前に保健所の許可をとる必要があり

ます。 

そこで、保健所の許可をとるまでの注意点等をまと

めてみました。是非、開業前にご一読下さい。 

--------------------------------------------- 

飲食店開業前に準備すべきポイント 

--------------------------------------------- 

 

１．開業までの流れ 

① 店舗が決定したら、図面等用意した書類を持って

事前相談に保健所へ行きます。その際申請書が渡され

ます。 

② 書類がそろったら、保健所に行き、飲食店の許可

申請をします。 

③ 書類のチェックを受け、ＯＫなら手数料を納入し、

調査の日時を決めます。工事完成の１週間くらい前、

または開店予定の１０日くらい前に申請するとスム

ーズにいきます。 

④ 立会い調査 

調査の日時に、保健所の人がお店に来て調査をしま

す。このときのチェックポイントは下記の通りです。

 

●調理場の入口にドアがあること。ウエスタン式で

も OK。 

●２層シンクがあり、給湯設備がある（お湯が出る）

こと。などなど。 

上記のようなポイントをチェックし、基準に達して

いれば許可になります。 

 

⑤ 許可証の受取り 

許可をもらえば、営業開始できます。調査から３日

後から１週間後に、営業許可証ができますので保健所

に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要ですの

で忘れずに持参します。 

この許可証は店内に掲示しておく必要があります。

また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、

早めに受講する必要があります。 

＊飲食店営業許可には許可期間があります。（5 年

～8 年）引き続き営業するには、期間満了前１ヶ月

以内に更新手続きを行わなければなりません。更新

しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛

生法違反となります。 

 

２．許可要件 

飲食店は、次の基準をクリアーしなければなりませ

ん。 

・食品衛生責任者がいること 

食品品衛生責任者は、以下の資格をお持ちの方は講習

を受講することなく食品衛生責任者になることがで

きます。 

・調理師 

・栄養士等 

上記の資格をお持ちでなくとも、1 日程度の講習を受

講することにより食品衛生責任者になることができ

ます。 

 

最後に 

その他消防法による届出や、夜１２時を過ぎて営業

し、お酒を提供する場合には、別途警察に届出が必要

となります。お店の形態によっても申請内容が変わっ

てきますので、これから飲食店営業をご検討されてい

る方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。 

以上 

 


